
医療広告ガイドラインを遵守している旨を強調した表現

事例① 文字の大きさや色等による過度な強調

ホーム 診療科名 医院紹介 アクセス

診療時間
休診日

10:00～18:00
日曜・祝日

03-xxxx-xxxx

〇〇美容外科クリニック

医療広告ガイドラインを遵守していることは、特段、強調すべきことでは
ないと考えられるため、文字の大きさ・色等によって強調するような表現
は認められない。また、公的な制度により行政機関が保証しているよう
に誤認を与える表現も、同様に認められない。

医療法関連法令 法第6条の5第2項第2号

医療広告ガイドライン 第3の1 (3) 誇大な広告（誇大広告）

医療広告ガイドラインに関するQ&A Q5-13

8

〇〇美容外科クリニックは、厚生労働省より2018年6
月に施行された「医療広告ガイドライン」を遵守したサ
イトを作成しております。それに伴い、いくつかの項目の
削除や修正を実施致しました。
ご理解のほどよろしくお願い致します。

〇〇美容外科クリニック
院長 〇〇

医療広告ガイドラインの遵守について

文字の大きさ・色等で医療広告
ガイドラインを遵守している旨を
強調している

診療案内
当院は、美容外科として豊富な実績を持つ医師が揃ってお

り、ご来院される皆様のお悩みやご希望を丁寧にお伺いした
上で、適切な施術等をご提案できるよう心掛けております。ど
うぞご安心の上ご来院ください。

よくあるご質問 ← クリックしてください。

ホーム 診療科名 医院紹介 アクセス

〇〇美容外科クリニック
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当院のホームページは、厚生労働省より2018年6月に施行された「医療広告ガイドライン」
を遵守して作成しております。

医療広告ガイドラインを遵守している
旨について、過度な記載はしていない

診療案内

当院は、美容外科として豊富な実績を持つ医師が揃ってお
り、ご来院される皆様のお悩みやご希望を丁寧にお伺いした
上で、適切な施術等をご提案できるよう心掛けております。ど
うぞご安心の上ご来院ください。

よくあるご質問 ← クリックしてください。

お知らせ・最新情報

2021年○月○日 当院のホームページをリニューアルいたしました。

2020年○月○日 ○月～○月の当院所属医師の診察・手術

担当曜日と時間を掲載いたしました。

解説

医療広告ガイドラインを遵守している旨を記載する場合は、過度
に強調せずに記載する。

医療広告ガイドラインを遵守している旨を強調しない表現
による改善例

診療時間
休診日

10:00～18:00
日曜・祝日

03-xxxx-xxxx

１. 広告が禁止される事例

（4）医療広告ガイドラインを遵守している旨の広告
（誇大広告）

地域に密着した医療サービスの提供を
目指します。

事例② 規制遵守を公的な制度により行政機関
が保証するような表現

ホーム 診療科名 医院紹介 アクセス

診療時間
休診日

10:00～18:00
日曜・祝日

03-xxxx-xxxx
〇〇美容外科クリニック

当院のサイトは、厚生労働省が定め
た医療広告ガイドラインの遵守状
況を確認する審査制度に基づき、
指定審査機関から認定証を取得し
たことをお知らせいたします。

診療案内
当院は、美容外科として豊富な実績を持つ医師が揃ってお

り、ご来院される皆様のお悩みやご希望を丁寧にお伺いした
上で、適切な施術等をご提案できるよう心掛けております。ど
うぞご安心の上ご来院ください。

よくあるご質問 ← クリックしてください。

医療広告規制を遵守している
旨について、制度として行政機
関が認証を与えていると誤認さ
せるような表現になっている

解説②

解説①

厚生労働省
医療広告規制

適合
(医)-第○○号


